
本庄市立図書館協議会次第 
 
               日時 令和 ２年１０月３０日（金） 
                     午前１０時～ 
                  場所 本庄市立図書館２階 会議室 

                                      
１．開  会 
 
２．あいさつ 
 
３．委員の交代について 
    
４．議  事 

  （１）令和２年度図書館要覧について 
 
（２）図書館本館の開館時間について 
     

５．そ の 他 
①新型コロナウイルスの感染症に係るこれまでの図書館の対応について 
②文部科学大臣表彰について 
③次年度の任期満了に伴う図書館協議会委員の公募等について 

 
６．閉  会 

 
協議会資料 
 
資料１ 令和２年度図書館要覧 
資料２ 図書館本館の時間延長の試行期間の終了について 
    （付属資料） 
 
その他資料（同時配付資料） 
  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る本庄市立図書館の経過状況 
  （日図協ガイドライン、「新しい生活様式」安心宣言など） 







































































図書館協議会資料（議事２）   

 
 

図書館本館の時間延長の試行期間の終了について 
 
１理由 
  平成 29 年 7 月 20 日から、図書館本館において、週 2 回（木曜日と金曜日）

午後 8 時まで開館を試験的に延長しておりました。これは、平成 27 年から平

成 28 年度にかけて行った本館の改修と駐車場の増設を契機とし、図書館の利

便性を高める取り組みとして、「試行」という形で始めたものです。 
令和 2 年 7 月に、3 年が経過したため、令和 2 年度を以て、試行期間は終了

といたします。 
 

２試行結果 
開始日 平成 29 年 7 月 20 日(木）～ 

毎週木曜日･金曜日（週 2 回、但し月末、年末年始は除く） 
開館時間 午前 9 時 30 分～午後６時 15 分 
延長時間 午後 6 時 15 分～午後 8 時（1 時間 45 分） 
試行回数 250 回（令和 2 年 3 月 13 日(金)まで） 
開始以降、各年度ごとのデータを見ると、2 年 8 ヶ月で 250 回の試行した結

果、平均として、1 時間当たり平均は、利用者数 6.8 人、貸出冊数 28 冊となっ

ています。なお通常 1 時間当たり利用者数 16.5 人、貸出冊数 75.2 冊であり、

平成 30 年度の年間利用者数及び貸出数のおよそ２％を占めています。 
 

３。今後の対応について 
 わずかではありますが、利用者が増加傾向にあること、また近隣市町の開館

時間状況や、働き方や生活形態の多様化がますます進んでいることに鑑み、新

たな図書館サービスのひとつとして時間延長を継続することとし、令和 3 年 4
月 1 日から図書館時間延長サービス（貸出・返却窓口の時間延長）として実施

するものです。 
なお、試行期間の状況が定着しつつあることから、試行内容と同様に、図書

の貸出と返却など機能を限定して、シルバー人材センターに委託して実施いた

します。 
 



参考資料

H29(2017)～図書館(本館)時間延長における利用者数等調べ

18:15～ 19：00～ 計
延長1時間
あたり

通常時1時間あ
たり人数

18:15～ 19：00～ 計
延長1時
間あたり
冊数

通常時1時
間あたり冊
数

玄関 3階

H29年度 67 4.87 4.43 9.16 5.31 16.04 19.04 15.42 33.96 19.69 74.07 29.42 18.99 4.09 6.56 4.24 14.89 4.90 

H30年度 95 6.63 6.03 12.53 7.24 16.54 27.63 26.11 53.18 30.71 77.48 36.25 20.15 5.49 5.59 5.80 16.88 8.07 

R01年度 94 6.42 6.40 11.68 7.33 16.82 26.45 28.26 48.39 31.26 73.40 39.20 24.06 5.55 7.33 6.36 19.23 7.49 

全体平均 250 6.09 5.74 11.09 6.76 16.51 24.94 24.07 45.93 28.01 75.22 35.41 21.12 5.25 6.43 5.64 17.32 7.52 

注：2019/04/26（金)、5/31(金)、10/31(木)、R01/1/31(金)は、館内整理日で休館

延長時 19:00頃の本館内の様子

貸出人数 貸出冊数
入場カウン

ター

年月日
年間
実施
件数

１階
（人）

２階
(人)

３階
(人)

本館
計

(人)

うち中
高生
(人)

図
書

館
協

議
会

資
料

２

年間来館者数　 113,597人　　時間延長（来館者数）　3,444人　　利用割合　３．０％
本館貸出人数　　48,382人　　時間延長（貸出人数）　1,203人　　利用割合　２．０％
年間貸出冊数　 216,484冊　　時間延長（貸出冊数）　5,105冊　　利用割合　２．０％

＊通常時1時間あたりの貸出人数及び貸出冊数は、午前10時～午後6時までの8時間の平均
　（開館時間9:30～18:15の前後45分は除いた数値）



新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る本庄市立図書館の経過状況 

令和２年９月３０日現在 

※新型コロナウイルス感染症の予防のため、継続している主な作業等 
①返却図書や資料の消毒作業 
②読書講座やおはなし会での、人数制限（約半数に抑えて開催）と開催時の検温 
③読み手はフェイスシールドや透明マスクの着用とパーテーションの設置など 
④三密回避のための館内利用の制限や使用設備の消毒（手指消毒、席数の減数、マイバッグ

の推奨、館内飲食禁止など） 
⑤移動図書館での三密回避対策（学校への協力要請を含む） 

日程 内容 

令和２年３⽉〜 
４⽉７日 

新型コロナウイルス感染症の感染状況が急激に拡大 
政府、首都圏を中心に緊急事態宣言を発令 

 

令和 2 年 4 月 6 日 

～6 月 1 日 

臨時休館措置（本館及び児玉分館） 

・県内市町立施設では、深谷市と本庄市が最も遅く休館措置 

・県立図書館は．2 月 28 日～休館措置（県内各市町も 3 月中） 
・小学校への団体貸出継続 

令和 2 年 6 月 2 日  本館一部機能を再開 

・県内市町立図書館の１／１０程度が再開 

・マスク着用、消毒、入館票記入、時間制限など条件付き 

①貸出・返却、新規登録など 

②館内利用制限（１階開架のみ 30 分利用） 

令和 2 年 6 月 16 日

～  

児玉分館の再開及び本館利用の拡大 

（入館条件は維持、コピーサービスなど再開） 

①分館は、貸出返却のみ 30 分以内の利用（本館開館時同様） 

②本館は、1 時間以内の利用延長と閲覧席開放など 

令和 2 年 7 月 1 日～ 本館２階の読書室開放やインターネット検索用 PC 使用の再開 

・児玉分館では、利用時間１時間に拡大。 

・読書机等パーテーションの設置（席数減、パーテーション設置） 

・おはなし会の再開 

令和２年８月１日～ 本館３階多世代交流室やボランティア室の開放 

・夏休み工作教室や DVD 上映会の開催など 

令和２年９月３日～ 感染症対策として図書消毒機を設置（本館２台、分館１台） 

・移動図書館の運行開始（9/1～） 

令和２年９月中下旬～ 出張おはなし会の再開 

読書講座の開始 
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図書館 彩の国「新しい生活様式」安心宣言

令和２年５月２１日

私たちは、以下の全てのことを遵守することを宣言します。

１ 三密を徹底的に回避します。

・毎時の換気

・一定数以上の入場制限

・滞在時間の制限

・館（室）内での密集防止

・社会的距離の確保

２ 感染防止の対策を行います。

・発熱などの症状がある方の来館自粛要請

・症状がある職員の出勤制限

・手洗いや手指消毒を来館者に依頼

・職員のマスク着用や手洗いを徹底

・他者と共有する物品や手が触れる場所の清拭消毒

・鼻水、唾液のついたゴミはビニール袋に入れて密閉

３ 安全のための設備にします。

・入口等に消毒設備、体温計を設置

・対面場所の遮蔽

・ペーパータオルや個人タオルの使用、ハンドドライヤーの使用中止

４ 安心に向けた工夫をします。

・事前予約の最大限の活用

・衣類や身につけているものをこまめに洗濯

５ 行いません、行わせません。

・閉鎖空間での大声

６ 極力制限します。

・一度に休憩する人数の制限

・対面での食事や会話の制限

別添資料　３



７ 重症化リスクに配慮します。

・高齢者や持病のある方への配慮

８ 新しい働き方に向け努力します。

・ローテーション勤務、時差通勤

９ 図書館としての取組

・来館者の安全確保のため、来館者自身による来館日時の記録を推奨

・座席の間隔を十分確保

・来館者にマスク着用・咳エチケットを依頼

・滞在時間や入場人数の制限

・入館時の体調チェックの要請

・カウンター等の順番待ちやおはなし会等の開催に当たっては、来館者同士の距離

を最低１ｍ（できるだけ２ｍを目安に）確保

・おはなし会等の開催に際して飲食物の提供は行わない

・テーブル、椅子等の物品を定期的に消毒

＊その他、公共図書館については（公財）日本図書館協会による「図書館における新

型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に沿って対応するとともに、ほかの

図書館においても当該ガイドラインを踏まえた対応とする。



彩の国「新しい生活様式」安心宣言
～ 私たちは以下のすべてを遵守することを宣言します ～

１ 三密を徹底的に回避します

・毎時の換気

・一定数以上の入場制限

・滞在時間の制限

・館（室）内での密集防止

・社会的距離の確保

２ 感染防止の対策を行います

・発熱などの症状がある方の来館自粛要請

・症状のある職員の出勤制限

・手洗いや手指消毒を来館者に依頼

・職員のマスク着用や手洗いを徹底

・他者と共有する物品や手が触れる場所の

清拭消毒

・鼻水・唾液のついたごみは

ビニール袋に入れて密閉

３ 安全のための設備にします

・入口等に消毒設備、体温計を設置

・対面場所の遮蔽

・ペーパータオルや個人タオルの使用、

ハンドドライヤーの使用中止

４ 安心に向けた工夫をします

・事前予約の最大限の活用

・衣類や身につけているものを

こまめに洗濯

５ 行いません、行わせません

・閉鎖空間での大声

６ 極力制限します

・一度に休憩する人数の制限

・対面での食事や会話の制限

７ 重症化リスクに配慮します

・高齢者や持病のある方への配慮

８ 新しい働き方に向け努力します

・ローテーション勤務、時差通勤

業種別宣言 図書館として次の取組を行います

９ 図書館としての取組

・来館者の安全確保のため、来館者自身による来館日時の記録を推奨

・座席の間隔を十分確保

・来館者にマスク着用・咳エチケットを依頼

・滞在時間や入場人数の制限

・入館時の体調チェックの要請

・カウンター等の順番待ちやおはなし会等の開催に当たっては、来館者同士の距離を最低１ｍ

（できるだけ２ｍを目安に）確保

・おはなし会等の開催に際して飲食物の提供は行わない

・テーブル、椅子等の物品を定期的に消毒

＊その他、公共図書館については（公社）日本図書館協会による「図書館における新型コロナウイル

ス感染拡大予防ガイドライン」に沿って対応するとともに、ほかの図書館においても当該ガイドラ

インを踏まえた対応とする。

宣言日：令和２年５月２１日

※詳細はウェブページ（ http://www.sailib.com/）をご覧ください

名 称：埼玉県図書館協会

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

http://www.sailib.com/


新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた

市主催のイベント等についての対応方針

令和２年６月１日（更新）

１．基本方針

以下をすべて満たすイベント等を除き、中止または延期を検討する。

① 参加者が特定できるもの（事前に予防対策等の周知が可能）

※不特定を対象とするものであっても、参加者を特定するための手続きが

なされるものは可とする。

② 感染拡大防止の対策ができるもの

２．開催方針

開催を決定したイベント等は、以下の対応をする。

① 参加者の体調確認（事前または受付時に風邪のような症状があるか、体温

は高くないかを確認）

※体調不良と思われる場合は、参加を控えていただく。

② 手洗い、手指消毒やマスク着用を含む咳エチケット等の励行

③ 身体的距離の確保

④ 参加者を特定するための手続きの実施

⑤ 屋内開催時の会場のこまかな換気

３．対象期間等

令和２年６月１日以降のイベント等に適用し、状況により適宜見直すこととす

る。

４．その他

国、県や他市町村の動向を注視するとともに、関係機関への周知を図り、協力

を促す。
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